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○
経
済
産
業
省
告
示
第
二
百
二
十
三
号

特
定
物
質
等
の
規
制
等
に
よ
る
オ
ゾ
ン
層
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
三
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
四
条
第
二
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
令
和
四
年
一
月
一
日
か
ら
同
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
規
制
年
度
に
お
け
る
オ
ゾ
ン
層
を
破
壊
す
る
物
質

に
関
す
る
モ
ン
ト
リ
オ
ー
ル
議
定
書
附
属
書
Ｆ
の
グ
ル
ー
プ
Ⅰ
及
び
グ
ル
ー
プ
Ⅱ
に
属
す
る
物
質
の
製
造
数
量
に
係
る
同
項
の

経
済
産
業
大
臣
が
告
示
す
る
期
間
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
三
年
十
一
月
十
七
日

経
済
産
業
大
臣

萩
生
田
光
一

特
定
物
質
等
の
規
制
等
に
よ
る
オ
ゾ
ン
層
の
保
護
に
関
す
る
法
律
第
四
条
第
二
項
の
経
済
産
業
大
臣
が
告
示
す
る
期
間
は
、

令
和
三
年
十
一
月
三
十
日
か
ら
同
年
十
二
月
七
日
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
規
制
年
度
の
状
況
等
に
よ
り
、
随
時
製
造
数
量
の

許
可
を
行
う
こ
と
が
必
要
な
場
合
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。


